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地域公共交通利便増進事業の取組について（概要版） 

～公共交通の確保・維持に向けて～ 

１ 背景 

 ⑴ 公共交通の必要性と赤字運行の常態化 

   人口規模や地理的条件を踏まえると、朝夕の通勤通学時の大量輸送や車の恩恵を享受できない方

に対応するためには、既存の鉄道と路線バスは必要不可欠な移動手段であるが、路線バス全体にお

ける令和 5年度収支率は約 30％にとどまるなど、全ての路線で赤字での運行が常態化している。 

 ⑵ 内部補助の限界 

   事業者においては、公益性の観点から路線バスの運行損失を高速バスや貸切バスの利益で補填す

る、いわゆる内部補助により路線バスを維持してきた経緯もあるが、運転手不足により収益性が見

込める貸切バス等に十分な人員を割けず、内部補助で維持する仕組は限界を迎えている。 

 ⑶ さらなる縮小均衡の懸念 

   2024年問題による路線バスの減便は、慢性的な運転手不足が要因の一つであるが、企業の存続を

図るために、収益性の確保が見込めない路線バス事業に対しては、限りある運転手の配置を必要最

小限にするという事業者の当然の経営判断によるものでもある。赤字経営が続き、処遇改善に踏み

切れずに、人材確保が進まなければ、路線バスのさらなる縮小均衡は避けられない状況である。 

 ⑷ 路線バス存続の危機 

   令和 5 年度における路線バス事業の全体収支は、国・県・市からの支援があっても、1 億 1 千万

円余の赤字を計上しており、ある事業者からは路線バス事業からの完全撤退の意向が示された経過

もあることから、新たな対策を講じなければ、路線バスが存続できない未来が迫っている。 

 ⑸ 持続可能な地域公共交通への再構築 

   本利便増進事業は、路線バスの維持どころか、バス事業者の経営存続さえも懸念される危機的状

況を直視し、持続可能な地域公共交通への再構築を図るために、利用者目線のみならず事業者目線

でも考え、専門家の助言なども仰ぎながら、官民連携により検討を進めてきたものである。 

２ 法的位置付け 

  地域公共交通利便増進事業は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（略称「地域交通法」）

第 2 条第 13 号において、地域公共交通の利用の容易性の向上又は利用の円滑化その他の地域公共交

通の利用者の利便の増進を図るために行う事業と定められている。 

  事業実施に当たり、地域公共交通利便増進実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることで、

法律上の特例措置（国県補助額の嵩上げなど）を受けることができる。 

３ 事業の目的 

  地域公共交通計画で示す地域公共交通のあり方に基づき、都市の持続性や市民の豊かな暮らしを支

えるため、①各地域拠点からの通勤通学に係る移動手段を確保するための公共交通ネットワークの維

持・形成や、②自家用車に頼ることなく各地域拠点から移動できるサービスレベルの確保に努めるも

のである。 

４ 実施区域 

  上田市全域 ※ 青木村が青木線関連で共同での実施を希望 

５ 実施期間 

  令和 7年 10月から令和 12年 9月までの 5年間 

６ 事業の方向性 

  将来にわたり路線バスを確保・維持していくために、運転手の確保に加え、①サービス水準の向上

による利用者の確保と潜在的なニーズの掘り起こし、②適正な運賃設定による収益性の確保、③行政

負担のあり方の見直しによる交通事業者の経営基盤の強化について、均衡を図りながら総合的に進め

ていくものとする。

報告資料１-１ 
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７ 事業概要 

  本事業については、令和 7 年 10 月からの実施に向け、地域公共交通利便増進実施計画を作成し、

国土交通大臣の認定を申請する。 

取組項目 取組内容 詳細版 

⑴ 地域公共交通ネットワークの再編 

  【サービス水準の向上による利用者の確保と潜在的なニーズの掘り起こし】 

 ア 路線バスの再編計画 ① 傍陽線、菅平高原線、真田線（渋沢線）の運行ルート変更と

パターンダイヤ化等 

② 塩田線と信州上田レイライン線の統合による循環バス化等 

③ 久保林線の運行ルート変更による 3年間の実証運行 

④ 祢津線の運行ルート変更とフィーダー系統としての認定 

⑤ 鹿教湯線の 20時台の運行復活とパターンダイヤ化 

⑥ 青木線の 20時台の運行復活とパターンダイヤ化 

⑦ 長久保線の市内バス停の増設（令和 8年 4月） 

⑧ 市街地循環バスの運行ルートとバス停の変更 

8頁 

 イ 上田電鉄別所線の増便 ○ 平日の運行本数を現行 56本から 78本に増便 8頁 

⑵ 公共交通利用環境の改善 

  【適正な運賃設定による収益性の確保】 

 ア ゾーン制運賃の導入 ① 運賃設定：初乗り 100 円で、ゾーンを跨ぐごとに 100 円を加

算し、上限額を 1,000円に設定 

② 経過措置：1年ごとの引き上げ上限額を 100円に設定 

③ 高校生の利用促進：通学定期利用券は現行額に据え置き 

④ 高頻度利用者の負担軽減：回数券のプレミアム率の引き上げ 

⑤ 長久保線の通学・通勤定期利用への拡充（令和 8年 4月） 

9～10頁 

 イ 運賃の見直し ① オレンジバスの運賃を一律 200円に改定 

② 別所線運賃の将来的な見直しに向けた検討 

11頁 

 ウ ＱＲ決済の利便性向上 ① ＱＲコードの共通化（路線バスと別所線） 

② TicketQRの実装化：事業者が利用料を負担 

③ タクシーにおけるＱＲ決済実証事業の休止 

11頁 

 エ バス路線図等の更新 ○ バス路線図と時刻表の更新 11頁 

⑶ 関連事業 

  【行政負担のあり方の見直しによる交通事業者の経営基盤の強化】 

 ア 運行協定支援事業の創設 ① 路線バスの運行について、5か年の運行協定を締結 

② 運行協定支援交付金による支援の拡充 

③ 特別交付税増額による財源の確保 

11～12頁 

 イ 人材の確保 ① バス事業者やタクシー事業者との会社説明会の開催 

② 移住セミナー（バス及び鉄道運転手募集）の開催 

③ タクシー事業者への二種運転免許取得費用支援 

12頁 

 ウ 職場環境改善の検討 ○ 休憩室の充実などの検討 12頁 

 エ 運行継続支援事業 ○ 路線バスの運行継続のために行う設備投資に対する支援 12頁 

 オ 別所線関連事業 ① 千曲川橋梁橋脚補強工事の実施 

② 増便に係る電力動力費に対する支援 

13頁 

 カ 地域主体型交通の検討 ○ 神川地域におけるタクシー事業者を活用した移動手段の確保 13頁 

８ 今後見込まれる新たな取組【詳細版 14頁参照】 

 ⑴ データに基づく持続可能なバス路線の構築 

 ⑵ ＥＶバスの導入研究 

 ⑶ 市街地循環バスと信州上田医療センター線の統合・再編 

 ⑷ 運転免許証自主返納促進事業の見直し 
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地域公共交通利便増進事業の取組について（詳細版） 

～公共交通の確保・維持に向けて～ 

 

１ 地域公共交通の現状 

 ⑴ 公共交通 

   鉄道は、北陸新幹線、しなの鉄道線、別所線の 3線があり、路線バスは、主に上田駅を起点とし

て、17路線が運行しているほか、市街地を運行する循環バス、丸子地域の一部地域を運行する丸子

デマンド交通、武石地域を運行する武石デマンド交通、上田地域を 6系統にて運行するオレンジバ

スなどがあり、タクシーは 9社が運行を担っている。 

種別 路線名 運行主体 利用者数(人) 

鉄道 ①北陸新幹線 ＪＲ東日本 － 

②しなの鉄道線 しなの鉄道 8,792,794 

③別所線 上田電鉄 1,046,449 

路線バス ①西丸子線 上田バス 23,080 

②豊殿線 30,321 

③傍陽線（自治Ｃ入口線） 95,295 

④菅平高原線 116,538 

⑤信州上田医療センター線 25,437 

⑥塩田線 11,227 

⑦信州上田レイライン線 5,737 

⑧真田線（渋沢線） 55,894 

⑨久保林線 2,269 

⑩祢津線 千曲バス 23,917 

⑪武石線 12,753 

⑫室賀線 29,943 

⑬鹿教湯線 330,718 

⑭青木線 168,111 

⑮丸子線 東信観光バス 3,769 

⑯中仙道線 10,307 

⑰長久保線 ＪＲバス関東 17,981 

循環バス ○市街地循環バス（赤・青） 市(委託：上田バス) 24,611 

デマンド交通 ①丸子デマンド交通 市(委託：タクシー) 2,129 

②武石デマンド交通 市(委託：タクシー) 6,741 

オレンジバス ○6系統 市(委託：バス会社) 14,574 

都市間バス ①上田草津線 上田バス 1,629 

②上田松本間直行バス 市(委託：千曲バス) 4,278 

タクシー  9事業者 358,938 

   ※1 利用者数は令和 5年度実績値である。 

   ※2 地域間幹線系統は、③傍陽線、④菅平高原線、⑧真田線、⑬鹿教湯線、⑭青木線の 5 系統があり、国及び県

からの補助を受けている。 

   ※3 地域内フィーダー系統は、⑤信州上田医療センター線、⑥塩田線、⑨久保林線、⑫室賀線、○市街地循環バ

ス（赤バス・青バス）の 6 系統があり、国からの補助を受けている。 

 ⑵ その他の輸送サービス 

   公共交通のほか、真田ふれあいバスなどの送迎バス、スクールバス、地域が主体となった輸送 

サービスがある。 

報告資料１-２ 
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２ 地域公共交通の課題 

 ⑴ 鉄道 

  ア 北陸新幹線 

    北陸新幹線は首都圏につながる重要な路線であり、自然災害が激甚化・頻発化する中で、列車

が線路上で停止した場合に備えて、平時から関係者間で協力体制を構築しておくことが必要とな

っている。 

   ⇒ 災害発生時に新幹線利用者を安全かつ迅速に避難させるため、新幹線駅間に設置されている

旅客救済用の門扉の位置や避難誘導路について、令和 6年 7月 2日にＪＲ東日本、市内バス事

業者、上田市で現地確認したところである。 

  イ しなの鉄道線 

   (ｱ) 施設の老朽化 

     これまで、安全対策事業や車両更新に対しては、国 1/3、県 1/6、沿線市町 1/6、事業者 1/3

の負担により支援してきているが、ＪＲから引き継いだ鉄道施設の老朽化が著しく、令和 5年

6月 12日には木マクラギの老朽化による軌間拡大に起因する脱線事故が発生している。 

     この脱線事故を受け、今後 5か年を緊急安全対策期間と位置付け、国の支援措置がない修繕

工事も集中的に進めていく必要があることから、県や沿線市町に対して追加の公的支援を求め

てきている。 

   (ｲ) Ｓｕｉｃａの導入 

     令和 7年 3月に、しなの鉄道が乗り入れているＪＲ東日本・長野駅から篠ノ井駅までの区間

にＳｕｉｃａが導入されることになり、しなの鉄道についてもＳｕｉｃａの導入を余儀なくさ

れたが、全国では更新時に交通系ＩＣを廃止する動きもある。 

   (ｳ) 過大な設備のスリム化 

     特急列車が走行していた高度な設備を引き継いだため、維持管理コストが膨大になっており、

国の支援制度がない中で、コスト縮減のため、設備のスリム化を図っていく必要がある。 

  ◎ しなの鉄道の安全対策に対する支援状況                    単位：万円 

年度 安全対策 車両検査等 車両更新 計 

令和元年度 154 24 0 178 

令和 2年度 0 114 6,643 6,757 

令和 3年度 65 0 2,808 2,873 

令和 4年度 298 326 2,603 3,227 

令和 5年度 427 311 2,698 3,436 

   ※ 財源として起債を充当。起債充当分は国からの普通交付税算定（措置率 30％）に算入 

  ◎ コロナ禍や動力費高騰の影響を受ける鉄道事業者に対する支援状況        単位：万円 

項目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 計 

支援事業 1,685 3,964 680 459 6,788 

   ※ 財源に国からの地方創生臨時交付金（充当率 100％）を活用 
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  ウ 上田電鉄別所線 

   (ｱ) 安全対策事業 

     平成 16年度以降、3か年ごとに市と上田電鉄の間で運行協定を締結し、安全対策事業に対し

て国 1/3、県 1/6、市 1/2 の負担により支援するとともに、運行経費に対する支援と令和 2 年

度からは災害支援措置を実施してきている。 

    ａ 千曲川橋梁橋脚補強工事の実施 

      令和元年東日本台風により崩落した千曲川橋梁の一部を復旧する際に、千曲川の河床が洗

堀されたことにより、日々の運行上の安全性に問題はないが、この台風と同様の水流となっ

た場合に備えて、直接基礎（基礎拡幅）による橋脚の補強工事が必要とされたことから、順

次工事が進められるよう必要な支援を実施してきている。 

    ｂ 支援の継続 

      千曲川橋梁災害復旧の際に策定した長期的な運行の確保に関する計画に基づき、少なくと

も令和 12年度までは上田電鉄に対して支援を行う必要がある。 

   (ｲ) 車両更新 

     現在運行している車両は、東急電鉄から払い下げを受けた車両（平成元年製造）を使用して

おり、製造から 40 年超となる令和 12 年度頃から 5 編成 10 両の車両更新が必要になるものと

見込まれる。 

  ◎ 別所線に対する支援状況                           単位：万円 

年度 安全対策 修繕工事 運行経費 災害支援 計 

令和元年度 2,373 2,826 1,693 － 6,892 

令和 2年度 5,135 1,301 1,693 3,000 11,129 

令和 3年度 （繰越) 2,761 1,693 3,000 7,454 

令和 4年度 15,955 1,439 1,686 3,000 22,080 

令和 5年度 7,278 100 1,686 0 9,064 

   ※ 安全対策については、財源に国からの特別交付税（措置率 30％）を活用 

  ◎ コロナ禍や動力費高騰の影響を受ける鉄道事業者に対する支援状況        単位：万円 

項目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 計 

支援事業 2,086 3,112 423 168 5,789 

   ※ 財源に国からの地方創生臨時交付金（充当率 100％）を活用 



4 

 ⑵ バス 

  ア 路線バスの必要性と赤字運行の常態化 

    人口規模や地理的条件を踏まえると、朝夕の通勤通学時の大量輸送や車の恩恵を享受できない

方に対応するためには、既存の路線バスは必要不可欠な移動手段であるが、路線バス全体におけ

る令和 5年度収支率は約 30％にとどまるなど、全ての路線で赤字での運行が常態化している。 

  イ 慢性的な運転手不足 

    国土交通省の調査によると、他業種と比べて、バス運転手の労働時間は長く、給与水準が低い

という処遇面や、安全運行を担う責任の重さなどから、退職者を採用により確保できていない状

況であり、採用後の人材定着にも悪影響を及ぼしている。 

   ○ 国土交通省 交通政策白書 令和 6年度版から抜粋 

業種 労働時間 年間所得額 女性比率 平均年齢 

全産業平均 178時間 507万円 45.2％ 43.9歳 

バス運転 197時間 453万円  2.0％ 53.9歳 

   ○ 市内路線バス事業者における運転手の雇用状況 

項目 上田バス株式会社 千曲バス株式会社 東信観光バス株式会社 ジェイアールバス関東株式会社 

① 全運転手数 53人 31人 18人 38人 

② 1 日当たり仕業数 31.5人 31人 19人 21人 

③ 1 日当たり運転手数 32人 25人 13人 21人 

④ 不足数 3人 12人 6人 4人 

⑤ 平均年齢 54歳 51.1歳 58.7歳 49.2歳 

   ○ 市内路線バス事業者における運転手の採用・退職の状況 

項目 

上田バス株式会社 千曲バス株式会社 東信観光バス株式会社 ジェイアールバス関東株式会社※転勤含 

R4 R5 R6 R4 R5 R6 R4 R5 R6 R4 R5 R6 

① 退職数 2 人 6 人 2 人 7 人 6 人 5 人 4 人 2 人 0 人 7 人 7 人 4 人 

② 採用数 2 人 2 人 10 人 2 人 4 人 6 人 0 人 3 人 1 人 0 人 2 人 6 人 

③ 増減数 0 人 ▲4人 8 人 ▲5人 ▲2人 1 人 ▲4人 1 人 1 人 ▲7人 ▲6人 2 人 

  ウ 企業努力の限界 

    労働環境の改善や賃上げは、運転手不足を解消するための根本的な解決策であるが、路線バス

は赤字での運行が常態化しており、コロナ禍で減少した利用者数がコロナ禍前の水準まで回復し

ていないことや、燃料費高騰による経費の上昇が重なり、企業努力による実現は不可能となって

いる。 

項目 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 

路線バス利用者数 1,210,801人 1,161,754人 804,604人 870,641人 925,838人 963,297人 

  エ 内部補助の限界 

    事業者においては、公益性の観点から路線バスの運行損失を高速バスや貸切バスの利益で補填

する、いわゆる内部補助により路線バスを維持してきた経緯もあるが、運転手不足により収益性

が見込める貸切バス等に十分な人員を割けず、内部補助で維持する仕組は限界を迎えている。
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  オ さらなる縮小均衡の懸念 

    2024年問題による路線バスの減便は、運転手不足が要因の一つであるが、企業の存続を図るた

めに、収益性の確保が見込めない路線バス事業に対しては、限りある運転手の配置を必要最小限

にするという事業者の当然の経営判断によるものでもある。赤字経営が続き、処遇改善に踏み切

れずに、人材確保が進まなければ、路線バスのさらなる縮小均衡は避けられない状況である。 

   ○ 2024年問題による路線バスの減便・廃止の状況 

区分 主な減便・廃止の状況 

① 全国 ・路線バス事業者の約 8割で減便・廃止 

・大阪府や福島県の乗合バス事業者がバス事業から撤退 

② 県内 ・長野市、須坂市、千曲市、飯綱町の路線バスの日曜日運休 

・長野市内の路線バスの減便や廃止 

・長野市中心市街地循環バスの減便 

・高速バス長野－松本線の廃止 

③ 市内 ・12路線と市街地循環バスで 127便の減便（総運行距離で約 15万 km減少） 

  カ 路線バス存続の危機 

    事業者においては、国・県・市からの支援があっても、路線バス事業で大きな損失を計上して

おり、ある事業者からは路線バス事業からの完全撤退の意向が示された経過もあることから、路

線バスの維持どころか、事業者の経営存続さえも懸念される危機的状況であり、利用者目線のみ

ならず事業者目線による新たな対策を講じなければ、路線バスが存続できない未来が迫っている。 

   ○ 路線バス事業の収支状況（令和 5年度） 

 

 

 

 

  ◎ 路線バスの運行に対する支援状況              単位：万円 

年度 
路 線 バ ス 

運行補助金 

運 賃 低 減 

バス負担金 
計 

令和元年度 17,032 2,638 19,670 

令和 2年度 15,190 4,777 19,967 

令和 3年度 14,040 3,842 17,882 

令和 4年度 15,093 2,771 17,864 

令和 5年度 15,284 1,279 16,563 

   ※ 路線バス運行補助金については、財源に国からの特別交付税（措置率 70％弱～80％）を活用 

  ◎ コロナ禍や燃料費高騰の影響を受けるバス事業者に対する支援状況        単位：万円 

項目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 計 

支援事業 6,870 11,090 1,400 1,155 20,515 

   ※ 財源に国からの地方創生臨時交付金（充当率 100％）を活用 

運賃等収入 国・県・市補助金 その他 事業者赤字

2.0億円 2.9億円 1.1億円
運行経費

6.2億円
0.2億円
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 ⑶ タクシー 

  ア 乗務員の高齢化と乗務員不足 

    タクシー乗務員はバス運転手以上に高齢化が進んでおり、令和 5年 9月の運賃改定により運転

手の減少には一定の歯止めがかかったが、新型コロナウイルス感染症による利用者数の減少に伴

う離職者等の人員を補充できていない状況である。 

  イ デマンド交通等の慎重な検討 

    デマンド交通の導入により、県内でタクシー事業者が廃業に追い込まれるなどの事例も報道さ

れており、デマンド交通の導入や地域が主体となった輸送サービスのあり方については、慎重な

検討を要する。 

  ウ 自家用車活用事業（日本版ライドシェア）への懸念 

    自家用車活用事業が都市圏で令和 6年 3月から導入されたところであるが、市内タクシー事業

者からは経費面や安全面などの観点から強い懸念が寄せられている。 

  ◎ コロナ禍や燃料費高騰の影響を受けるタクシー事業者に対する支援状況      単位：万円 

項目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 計 

支援事業 1,365 1,800 475 282 3,922 

   ※ 財源に国からの地方創生臨時交付金（充当率 100％）を活用 
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３ 地域公共交通利便増進事業 

 ⑴ 法的位置付け 

   地域公共交通利便増進事業は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（略称「地域交通法」）

第 2 条第 13 号において、地域公共交通の利用の容易性の向上又は利用の円滑化その他の地域公共

交通の利用者の利便の増進を図るために行う事業と定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 目的 

   上田市は、社会経済情勢が大きな転換期を迎える中で、地域公共交通を生かした持続可能なまち

づくり（交通まちづくり）を推進することを目指して、令和 5年に「上田市地域公共交通計画」（以

下、計画）を策定したところである。 

   本事業では、計画で示す地域公共交通のあり方に基づき、都市の持続性や市民の豊かな暮らしを

支えるため、①各地域拠点からの通勤通学に係る移動手段を確保するための公共交通ネットワーク

の維持・形成や、②自家用車に頼ることなく各地域拠点から移動できるサービスレベルの確保に努

めるものである。 

 ⑶ 実施区域 

   上田市全域 ※ 青木村が青木線関連で共同での実施を希望 

 ⑷ 実施期間 

   令和 7年 10月から令和 12年 9月までの 5年間 

 ⑸ 事業の方向性 

   目的に掲げる公共交通ネットワークの維持・形成や移動サービスレベルの確保を実現していくた

めには、交通事業者の経営基盤の強化と運転手確保を見据えた施策を展開していくことが必要であ

る。 

   特に路線バスの運行を担うバス事業者においては、企業努力や内部補助が限界を迎えている状況

下では、路線バスの運行による欠損額は、今後の事業継続における大きな支障の一つとなっている。 

   将来にわたり路線バスを確保・維持していくために、運転手の確保に加え、①サービス水準の向

上による利用者の確保と潜在的なニーズの掘り起こし、②適正な運賃設定による収益性の確保、③

行政負担のあり方の見直しによる交通事業者の経営基盤の強化について、均衡を図りながら総合的

に進めていくものとする。 

地域公共交通

利便増進事業

貨客運送

効率化事業

軌道運送

高度化事業

道路運送

高度化事業

海上運送

高度化事業

鉄道事業

再構築事業

地域旅客

運送ｻｰﾋﾞｽ

継続事業

鉄道再生

事業

地域公共交通

利便増進

実施計画

貨客運送

効率化

実施計画

軌道運送

高度化

実施計画

道路運送

高度化

実施計画

海上運送

高度化

実施計画

鉄道事業

再構築

実施計画

地域旅客

運送ｻｰﾋﾞｽ

継続実施計画

鉄道再生

実施計画

（地方自治体） （事業者） （事業者） （事業者） （事業者） （地方自治体・事業者） （地方自治体） （地方自治体・事業者）

地域公共交通特定事業

（地域公共交通計画に事業実施を記載）

公共交通の

再構築
貨客混載等 LRTの整備

海上運送

改善等
BRTの整備

鉄道の

上下分離等

路線バスの

維持等
鉄道の維持

地域公共交通計画

国土交通大臣の認定を受けることで、法律上の特例措置を受けることができる。



8 

 ⑹ 地域公共交通ネットワークの再編 

  ア 路線バスの再編計画 

路線名 再編内容 備考 

① 傍陽線、菅平高原

線、真田線（渋沢線） 

●利便性の向上と効率化 

ａ 菅平高原線について、郵便局前～菅平高原ダボス～大松

ルートを菅平高原アリーナ～大松～菅平高原ダボスルー

トに変更（菅平高原内の循環化） 

ｂ 渋沢線について、菅平口～上渋沢のルートを廃止し、菅

平高原線を増便 

ｃ 定時性を確保するため、信州上田医療センター線とあわ

せて、アリオ上田発着便を上田駅発着便に変更 

ｄ 自治センター入口までの平日の日中における 30 分間隔で

のパターンダイヤ化 

幹線 

② 塩田線、信州上田レ

イライン線 

●利便性の向上と効率化 

ａ 路線を統合 

ｂ 朝往復 1便と夕往復 1便は、上田駅又は別所温泉を発着

とし、日中は概ね 1時間間隔での循環バスとして運行 

（別所線との接続を考慮） 

フィーダー 

③ 久保林線 

●利便性の向上 

ａ 利用者が年々減少していることから、令和 7年 9月末で

の廃止を検討 

ｂ 検討の結果、利用者の増加に向けて、運行ルートを見直

し、令和 7年 10月から 3年間運行を継続 

ｃ 3年間の利用状況等を検証し、本路線の存廃を検討 

フィーダー 

④ 祢津線 

●利便性の向上と安全性の確保 

ａ 利用者が少なく、道幅の狭い町吉田～中吉田坂上ルートを

町吉田～あやめの里～ツルヤ かのう店ルートに変更 

ｂ 1日 6便から 8便に増便 

ｃ 上田駅～新田～下秋和車庫ルートを上田駅～城跡公園

～下秋和車庫ルートに変更 

ｄ 地域内フィーダー系統としての認定 

R7.4.1～ 

実証運行 

R7.10.1～ 

本格運行 

⑤ 鹿教湯線 

●利便性の向上 

ａ 20 時台に上田駅を発車する便を増便し、高校生をはじ

めとする通勤通学ニーズに対応 

ｂ 丸子駅までの平日の日中における 1 時間間隔でのパタ

ーンダイヤ化 

幹線 

⑥ 青木線 

●利便性の向上 

ａ 20 時台に上田駅を発車する便を増便し、高校生をはじ

めとする通勤通学ニーズに対応 

ｂ 平日の日中における 1時間間隔でのパターンダイヤ化 

幹線 

⑦ 長久保線 
●利便性の向上 

・ バス停の増設 
R8.4.1以降 

⑧ 市街地循環バス 

●利便性の向上 

ａ 卸団地経由をオレンジバスでの利用者が多いアクアプ

ラザ上田経由に変更 

ｂ バス停「日清製粉前」を「日清ファルマ前」に変更 

フィーダー 

  イ 上田電鉄別所線の増便 

    上田電鉄は別所線の利用促進を図るため、令和 7年 3月 15日ダイヤ改正により、5年間の実証

運行として、別所線における平日の運行本数を現行 56本から 78本に増便
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 ⑺ 公共交通利用環境の改善 

  ア ゾーン制運賃の導入 

   (ｱ) 運賃見直しの必要性 

    ａ 運賃低減バス運行事業の方向性 

      運賃低減バス運行事業は、利用者の負担軽減と利用者の増加を目指して、他自治体の事例

などを参考として従前の上限運賃を見直し、平成 25年 10月から協議運賃（低減運賃）に移

行したところである。現在、令和 7 年 9 月までを第 4 期の運行継続として実施しているが、

令和 7年 10月以降の方向性を明示すべき時期を迎えている。 

    ｂ 運行経費の高騰 

      本事業は 10 年以上経過する中で制度として定着してきた面もある一方で、運賃は事業開

始時から据え置いてきており、この間に 2度の消費税の引き上げがあったことや、近年の人

件費や燃料費等の高騰が事業者の経営を圧迫している状況にある。 

    ｃ 本来の上限運賃との乖離 

      運賃低減バス運行事業の導入時は、上限運賃と協議運賃（低減運賃）の乖離は 2倍程度で

あったが、運行経費が上昇する中で、路線バス事業における令和 5年度収支実績と利用者数

に基づき本来の上限運賃を試算すると、協議運賃（低減運賃）との乖離は最大で 4倍に達し

ており、事業者の厳しい経営環境を踏まえると、運賃の見直しが必要となっている。 

    ｄ バス事業者からの要請 

      運賃低減バス運行事業においては、制度導入前の平成 24 年 10 月から平成 25 年 9 月まで

の運送収益相当額を運賃低減バス運行事業負担金の交付により確保してきている。 

      しかしながら、路線バス事業の赤字解消につながっていないことや、収支改善のための事

業者の裁量が制限されているなどの理由から、また、事業者のバス事業に対するプライドの

観点から、事業者からは少なくとも運賃低減施策前の運賃に見直すことを求められている。 

     ※ 菅平高原急行線の新設 

       菅平高原線は冬季における来訪客の利用が急増し、乗り残しを防ぐために 2 台目・3 台

目の臨時便を同時刻に運行することで対応してきたが、臨時便は国・県の補助金算定に算

入されないなど、500円の運賃では運行経費を工面できない状況が続いていた。 

       これを受け、上田バスでは市民利用の確保と収支の改善を図るため、令和 7年 1月から

の 3か月間において、運賃を 1,000円とする観光バス直行便を運行。 

   (ｲ) 運賃見直しの方向性 

     運賃低減バス運行事業の効果と課題を検証する中で、現行の運行継続期間の終了に伴い、運

賃低減バス運行事業の効果を継承することができ、乗車キロ数に応じて負担をお願いすること

で、本来の上限運賃との乖離を是正することができる運賃制度として、令和 7 年 10 月 1 日か

らゾーン制運賃を導入するものとする。 

    ○ 運賃低減バス運行事業の効果と課題 

効果 課題 

① 利用者数の増加 

  利用者数が年間最大 20万人規模で増加した

年度もあり、路線別では事業導入前の 2倍以

上に増加した路線もある。 

② 利用者の負担軽減 

  高校生等における通学費の負担軽減に寄与

している。 

③ 運賃確認等に係る負担軽減 

  50円単位で運賃が変動するため、運転手の

運賃確認における負担が少なく、利用者も 10

円単位で小銭を用意する必要がない。 

① 事業者のインセンティブが働きにくい 

  制度導入前の平成 24年 10月から平成 25年

9 月までの運送収益相当額に対して、当該年

度の運送収益が下回った場合は、その差額分

を負担金として補填しているが、利用者の増

加により収益が増加すると負担金が減額と

なる仕組となっている。 

② 財源の確保 

  前記の負担金はバス事業者への欠損額に対

する補助ではないことから、特別交付税措置

の算定対象外である。 
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   (ｳ) ゾーン制運賃の概要 

    ａ 種別と制定形態 

      令和 7 年 10 月からの導入を目指すゾーン制運賃について、種別は協議運賃、制定形態は

地帯制であり、運行系統沿線をゾーン分けすることで、ゾーン内の運賃を均一化し、ゾーン

を跨ぐごとに運賃を加算する。 

    ｂ ゾーン設定 

      交通結節点である上田駅を中心として、中心部エリアを設定し、運行系統沿線を上田駅か

らの距離を勘案しながら、概ね同一生活圏となる地域ごとにゾーン分けする。 

    ｃ 運賃設定 

      初乗り 100円で、ゾーンを跨ぐごとに 100円を加算していき、1,000円を上限とする。 

    ○ ゾーン制運賃のイメージ図 

                            

利用ゾーン数 運賃 

ゾーン内 100円 

２ゾーン 200円 

３ゾーン 300円 

４ゾーン 400円 

 

 

 

 

    ｄ 経過措置 

      ゾーン制運賃の導入により、現行の協議運賃（低減運賃）である 500円が 1,000円に引き

上げとなる地域もあることから、利用者負担に配慮し、1 年ごとの引き上げ上限額を 100 円

に設定し、段階的に引き上げていくものとする。 

     ○ 経過措置例 

乗車区間 R7.9まで R7.10～ R8.10～ R9.10～ R10.10～ R11.10～ 

上田駅前～鹿教湯車庫 500円 600円 700円 800円 900円 1,000円 

上田駅前～真田自治Ｃ 300円 400円 500円    

上田駅前～下沖 400円 500円 600円 700円 800円  

上田駅前～青木ＢＴ 300円 400円 500円 600円   

    ｅ 高校生の利用促進 

      ゾーン制運賃導入時は、通学定期利用券を現行額に据え置くものとする。 

    ｆ 高頻度利用者の負担軽減 

      TicketQRのプリペイド式回数券のプレミアム率を引き上げ、高頻度利用者の負担軽減を図る。 

      【現行】2,000円で 2,200円分チャージ（プレミアム率 10%） 

      【追加】5,000円で 6,000円分チャージ（プレミアム率 20%）：上田バスと千曲バスが対象 

    ｇ 長久保線への拡充 

      長久保線は運賃低減バス運行事業の対象外路線であるが、上田市内におけるバス停増設の

検討にあわせて、通学定期・通勤定期利用（市内の乗降に限る）について、ゾーン制運賃を

令和 8 年 4 月 1 日から適用できるよう、ＪＲバス関東との協議を進めているところである。 

上田駅

ゾーン１

ゾーン２

ゾーン３

ゾーン４

100円

２00円

３00円

４00円

３00円

２00円
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  イ 運賃の見直し 

   (ｱ) オレンジバスの運賃 

     60 歳以上は無料、60 歳未満は 100 円としている運賃について、今後の車両更新を見据え、

一律 200円に改定する。 

   (ｲ) 別所線の運賃 

     上田電鉄において、動力費が高騰していることなどを踏まえ、将来的な運賃値上げの検討も

必要である。 

  ウ ＱＲコード決済の利便性向上 

   (ｱ) ＱＲコードの共通化 

     路線バス及び別所線に導入しているキャッシュレス決済・TicketQRによるＱＲコード決済に

ついて、交通事業者間で異なっているＱＲコードの共通化を図る。 

   (ｲ) TicketQRの実装化 

     路線バスと別所線について、TicketQRに係るサービス利用料を事業者負担とする。 

   (ｳ) タクシーにおけるＱＲ決済実証事業の休止 

     令和 5年 2月に開始したタクシーにおけるＱＲ決済実証事業について、各社の努力により複

数の決済手段に対応できる端末が車両へ導入されたことに伴い、TicketQRでの決済利用は低迷

が続いていることから、令和 7年度の早い時期に休止する。 

  エ バス路線図と時刻表の作成 

    現行のバス路線図と時刻表を利用者や来訪客にわかりやすいものに更新する。 

 

 ⑻ 関連事業 

  ア 運行協定支援事業の創設 

   (ｱ) 趣旨 

    ａ 路線バスの収支状況 

      路線バス事業における令和 5年度収支率は、武石線が 68.7％と最も高く、塩田線が 8.3％

と最も低く、路線バス全体では約 30％にとどまっており、バス事業者における路線バス事業

の令和 5年度欠損額は 1億 1千万円余に達している。 

    ｂ 公的支援の拡充 

      赤字での運行が常態化している路線バスについて、企業努力と内部補助が限界を迎える中

では、このまま新たな対策を講じなければ、路線バスの維持どころか、バス事業者の経営存

続さえも危ぶまれる状況であることから、公的支援の拡充を図るものとする。 

   (ｲ) 概要 

     運行協定支援事業として、路線バスの運行について、上田市とバス事業者の間で 5か年の運

行協定を締結し、路線バスの運行に係る欠損額から国・県補助額を控除した額を市が運行協定

支援交付金として支援するものとする。※ 一部例外あり。 

   (ｳ) 財源 

     運行協定支援事業の創設により、予算総額は増加するものと見込まれるが、利便増進事業の

特例措置（国補助要件の緩和、補助上限額の引き上げなど）を活用するとともに、現行の路線

バス運行補助金と運賃低減バス運行事業負担金を運行協定支援交付金に一本化し、国の特別交

付税措置を最大限活用することにより財源を確保する。 

   (ｴ) ＧＴＦＳの整備 

     運行協定支援交付金の対象とする路線については、利用者の利便性の向上を図るため、 

ＧＴＦＳ（経路検索サービス）の整備を進める。
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  イ 人材の確保 

   (ｱ) バス事業者及び鉄道事業者における運転手の確保 

    ａ 会社説明会の定期的な開催 

      上田市公共交通活性化協議会と市内バス事業者 4社の共同により、ハローワーク上田の協

力のもと、真田自動車学校教習コースにてバスの運転体験ができる会社説明会を開催する。 

開催日 参加者数 採用者数 備考 

令和 6年 03月 10日（日） 12人 2人  

令和 6年 06月 02日（日） 13人 1人  

令和 6年 11月 24日（日） 15人 0人  

令和 7年 03月 16日（日） 11人 －  

    ｂ 移住セミナー（バス及び鉄道運転手募集）の開催 

      東京都内の東京交通会館にてバス及び鉄道運転手募集に特化した移住セミナーを開催し

たところである。 

開催日 参加者数 採用者数 備考 

令和 7年 2月 9日（日） 4人 0人 東京交通会館 

    ｃ 消防職員のバス運転手としての転籍【研究】 

      令和 6年 2月に現役消防職員の意向を確認したことを踏まえ、三重県内での取組状況（桑

名市）を視察したところである。 

    ｄ 退職自衛官のバス運転手としての再就職【研究】 

    ｅ 外国籍人材の活用【研究】 

      令和 6年 2月にハローワーク上田、市内の日本語学校、市内バス事業者、上田市で情報交

換会を開催し、外国籍人材の活用について意見交換したところであり、特定技能制度に自動

車運送業や鉄道などの 4分野が追加されたことに伴い、受入可能性について模索する。 

   (ｲ) タクシーにおける乗務員の確保 

    ａ 会社説明会の開催 

      上田市公共交通活性化協議会と市内タクシー事業者 9社の共同により、ハローワーク上田

の協力のもと、真田自動車学校にてタクシーの業務体験ができる会社説明会を開催する。 

開催日 参加者数 採用者数 備考 

令和 6年 11月 10日（日） 7人 0人  

    ｂ 二種免許取得費用支援 

      二種免許取得費用支援について、タクシー事業者からの要望を受け、令和 7年度から 3年

間限定で実施するものとする。 

項目 国 県タクシー協会 市制度案 

補助率 1/2 1/2 1/2 

上限額 なし 100千円 100千円 

  ウ 職場環境改善の検討 

    今後、若手人材を獲得していくためには、ネットカフェをイメージした休憩室の充実が必要で

あると考えるが、現行では施設改修に係る支援制度がないため、経費の捻出が課題である。 

  エ 運行継続支援事業 

    バス事業者が路線バスの運行継続のために行う設備投資に対して、必要に応じて支援を行うも

のとする。
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  オ 別所線関連事業 

   (ｱ) 千曲川橋梁橋脚補強工事の実施 

     増便により列車本数が増加することから、企業版ふるさと寄附やネーミングライツの導入に

より特定財源の確保に努め、橋脚補強工事の早期実施を目指していく。 

   (ｲ) 電力動力費に対する支援 

     増便により増加する電力動力費について、ふるさと上田応援基金（別所線応援プロジェクト）

を活用し、実証運行期間中は支援を行うものとする。 

  カ 【参考】神川地域における地域主体型交通の検討 

   (ｱ) 趣旨 

     神川地区自治会連合会と神川まちづくり委員会は、令和 5年度に移動支援に関する住民アン

ケートを実施するとともに、令和 6年度に神川地域内移動支援対策委員会を設置し、毎月 1回

の頻度で対策委員会を開催することで、移動支援のあり方について協議を進めてきている。 

   (ｲ) 検討の方向性 

     市も参画する対策委員会では、県内の事例研究や交通事業者との意見交換を踏まえ、地域内

の移動困難者の移動手段を確保するため、地元のタクシー事業者を活用したドアツードア方式

による移動サービスを提供することを目指している。 

    ○ 神川地域移動支援事業 

項目 内容 

① 実施内容 
タクシーの利用補助 

（1回につき 500円×2枚の利用補助券 ※予算の範囲内で交付） 

② 利用対象者 
ａ 神川 13自治会の自治会員である者 

ｂ 免許返納者又は免許未取得者 など 

③ 提携先（運行者） 長野県タクシー協会上小支部（藤森タクシー） 

④ 財源（予定） 
神川まちづくり委員会からの負担金、活力あるまちづくり支援金、 

利用者登録料 など 

⑤ 運行開始目標日 令和 7年 7月 1日（予定） 
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４ 今後見込まれる新たな取組 

 ⑴ データに基づく持続可能なバス路線の構築 

   ＥＢＰＭ（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング「合理的客観に基づく政策立案」）の一

環として、バス運転手の効率的な配置の観点から、先進自治体（神戸市など）における事例などを

参考にして、データに基づく持続可能なバス路線の構築について研究を進める。 

   この研究の前段として、令和 7年度において、TicketQRにおける乗降データの可視化を進めるも

のとする。 

 ⑵ ＥＶバスの導入研究 

   長野県は令和 6年度 1月補正予算において、交通ＧＸ加速化のための電気バス導入支援事業とし

て、8,550万円を計上している。 

 ⑶ 市街地循環バスと信州上田医療センター線の統合・再編 

   山形県鶴岡市の事例などを参考にして、市街地循環バスと信州上田医療センター線を統合し、30

分間隔のパターンダイヤ化することにより、市街地循環バスの利便増進を図ることも考えられる。 

 ⑷ 運転免許証自主返納促進事業の見直し 

   平成 29 年度から事業を開始し、現在 9 年目を迎えているが、タクシー事業者と意見交換を行い

ながら、今後の事業のあり方について研究を進めていくことも必要であると考えている。 

 

５ 令和 6年度検討経過 

交通事業者との協議 42回  協議会等の開催 8回 

関係者との協議 13回  要望活動 2回 

国・県への事前相談 9回  県内自治体との情報交換 3回 

有識者からの助言 9回  県外・市外への視察等 7回 

近隣自治体との協議 11回  計 104回 

 

６ 今後の進め方 

年 月 協議・調整 

R7  4 利用者説明会の開催 

各地域協議会での説明 

 6 公共交通活性化協議会の開催 

運賃協議会の開催 

地域公共交通利便増進実施計画の認定申請 

道路運送法に係る届出等 

10 利便増進事業の実施 

  ※ 路線バスの時刻表や路線図の全戸配布時期については現在検討中 

 

【参考】地域公共交通利便増進実施計画の国土交通大臣による認定事例 

 ① 地域公共交通計画の策定 1,122件（令和 6年 10月末時点） 

 ② 利便増進実施計画の認定    79件（令和 6年 10月末時点で実施中の計画） 

 ③ ②のうち長野県内の認定     1件 松本地域のエリア一括協定運行事業 
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【参考資料１】鹿教湯線における上田駅前からの運賃改定案 

停留所 
平成25年9月 

運 賃 

本来運賃 

(試算) 

運賃低減 

(現行) 

ゾーン制 

(改定) 
改定額 

上田駅前      

国分 170円 250円 100円 100円 0円 

岩下 360円 400円 300円 200円 ▲100円 

大屋駅前 360円 520円 300円 300円 0円 

下長瀬 540円 630円 300円 400円 +100円 

中丸子 620円 910円 300円 500円 +200円 

上辰の口 780円 1,140円 350円 600円 +250円 

和子上 930円 1,360円 400円 700円 +300円 

虚空蔵 1,060円 1,560円 500円 800円 +300円 

西内農協前 1,180円 1,730円 500円 900円 +400円 

鹿教湯車庫 1,300円 1,910円 500円 1,000円 +500円 

 

【参考資料２】武石線における上田駅前からの運賃改定案 

停留所 
平成25年9月 

運 賃 

本来運賃 

(試算) 

運賃低減 

(現行) 

ゾーン制 

(改定) 
改定額 

上田駅前      

国分 170円 250円 100円 100円 0円 

岩下 360円 400円 300円 200円 ▲100円 

大屋駅前 360円 520円 300円 300円 0円 

下長瀬 540円 630円 300円 400円 +100円 

中丸子 620円 910円 300円 500円 +200円 

三反田 700円 1,020円 300円 600円 +300円 

依田窪広域プール入口 860円 1,110円 400円 700円 +300円 

一の瀬 1,020円 1,500円 450円 800円 +350円 

上権現 1,220円 1,680円 500円 900円 +400円 

巣栗上 1,420円 2,080円 500円 1,000円 +500円 
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【参考資料３】菅平高原線における上田駅前からの運賃改定案 

停留所 
平成25年9月 

運 賃 

本来運賃 

(試算) 

運賃低減 

(現行) 

ゾーン制 

(改定) 
改定額 

上田駅前      

新田 100円 210円 100円 100円 0円 

上田検査場前 250円 410円 250円 200円 ▲50円 

下原 400円 640円 300円 300円 0円 

本原 450円 690円 300円 400円 +100円 

石舟 550円 880円 300円 500円 +200円 

真田 650円 1,010円 300円 600円 +300円 

和熊口 750円 1,190円 350円 700円 +350円 

菅平口 910円 1,380円 450円 800円 +350円 

別荘入口 1,200円 1,620円 500円 900円 +400円 

大松 1,300円 2,030円 500円 1,000円 +500円 

 

【参考資料４】傍陽線における上田駅前からの運賃改定案 

停留所 
平成25年9月 

運 賃 

本来運賃 

(試算) 

運賃低減 

(現行) 

ゾーン制 

(改定) 
改定額 

上田駅前      

新田 100円 210円 100円 100円 0円 

上田検査場前 250円 410円 250円 200円 ▲50円 

下原 400円 640円 300円 300円 0円 

本原 450円 690円 300円 400円 +100円 

横尾 590円 890円 300円 500円 +200円 

八幡前 640円 1,010円 300円 600円 +300円 

入軽井沢 740円 1,240円 350円 700円 +350円 

 

【参考資料５】青木線における上田駅前からの運賃改定案 

停留所 
平成25年9月 

運 賃 

本来運賃 

(試算) 

運賃低減 

(現行) 

ゾーン制 

(改定) 
改定額 

上田駅前      

三好町二丁目 180円 260円 100円 100円 0円 

農協川辺支所前 360円 370円 300円 200円 ▲100円 

小泉 440円 640円 300円 300円 0円 

出浦上町 560円 820円 300円 400円 +100円 

殿戸 630円 920円 300円 500円 +200円 

青木バスターミナル 690円 1,010円 300円 600円 +300円 

 


